
水道管の冬支度をしましょう
問合先：水資源活用課

水道業務担当・簡易水道担当
　

給
水
管
や
蛇
口
は
、
気
温
が
マ
イ
ナ

ス
４
度
以
下
に
な
る
と
凍
っ
た
り
、
破

裂
し
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
凍

結
・
破
損
事
故
が
起
き
な
い
よ
う
水
道

管
の
冬
支
度
に
心
が
け
て
く
だ
さ
い
。

■
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
あ
る
水
道
管
に
は

必
ず
防
寒
処
置
を

○ 
水
道
管
が
む
き
だ
し
の
と
こ
ろ

○ 
水
道
管
が
北
向
き
の
と
こ
ろ

○ 

風
当
た
り
が
強
い
と
こ
ろ　

■
防
寒
処
置
の
方
法

○
水
道
管
が
露
出
し
て
い
る
よ
う
な
と

こ
ろ
は
、
発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル
な
ど
の
保

温
材
を
巻
き
、
ビ
ニ
ー
ル
テ
ー
プ
な
ど

を
巻
い
て
水
が
入
ら
な
い
よ
う
に
し
ま

し
ょ
う
。

○
夜
寝
る
前
に
翌
朝
凍
る
恐
れ
の
あ
る

水
道
管
の
蛇
口
の
水
を
少
し
だ
け
出
し

て
お
く
な
ど
し
て
、
水
道
管
が
凍
結
し

な
い
よ
う
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

○
長
期
間
留
守
に
す
る
場
合
な
ど
は
、

水
道
の
元
栓（
止
水
栓
）を
閉
め
、
敷
地

内
の
水
道
管
に
水
が
残
ら
な
い
よ
う
に

蛇
口
を
開
け
、
ボ
イ
ラ
ー
の
水
抜
き
を

す
る
な
ど
の
処
置
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■
メ
ー
タ
ー
器
に
も
防
寒
処
置
を

　

メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
内
に
発
泡
ス
チ

ロ
ー
ル
や
古
い
毛
布
・
布
切
れ
な
ど
を

ビ
ニ
ー
ル
袋
な
ど
に
入
れ
て
、
検
針
に

支
障
の
な
い
よ
う
に
工
夫
し
、
保
温
し

ま
し
ょ
う
。

※
メ
ー
タ
ー
器
が
破
損
し
た
場
合
は
、

自
己
負
担
で
の
交
換
と
な
り
ま
す
。

■
水
道
管
が
凍
結
し
て
し
ま
っ
た
場
合

　

蛇
口
を
開
け
て
、
凍
っ
た
部
分
に
タ

オ
ル
か
布
を
か
ぶ
せ
、
蛇
口
の
方
か
ら

ぬ
る
ま
湯
を
ま
ん
べ
ん
な
く
ゆ
っ
く
り

と
か
け
て
く
だ
さ
い
。
熱
湯
を
急
に
か

け
る
と
、
ひ
び
割
れ
や
破
裂
す
る
事
が

あ
る
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
水
道
管
が
破
裂
し
た
場
合

　

布
や
テ
ー
プ
、
自
転
車
の
チ
ュ
ー
ブ
を

破
裂
個
所
へ
巻
き
つ
け
る
か
、
止
水
栓
で

水
を
止
め
て
か
ら
、
市
指
定
水
道
工
事

店
に
連
絡
し
修
理
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

■
給
水
装
置
は
皆
さ
ん
の
財
産
で
す

　

公
道
な
ど
に
埋
め
ら
れ
た
水
道
管
は

市
の
所
有
物
で
、
市
が
管
理
し
て
い
ま

す
。
こ
の
本
管
か
ら
分
か
れ
て
各
家
庭

ま
で
引
き
込
ま
れ
た
給
水
管
・
分
水
栓

（
給
水
装
置
）な
ど
は
、
皆
さ
ん
の
所
有

物
で
す
。
こ
の
部
分
の
新
設
・
改
造
・

修
理
は
、
皆
さ
ん
の
ご
負
担
で
行
っ
て

い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

■
水
道
メ
ー
タ
ー
を
定
期
的
に
点
検
し

ま
し
ょ
う

　

凍
結
・
破
損
な
ど
に
よ
る
漏
水
で
水

道
料
金
が
高
額
に
な
り
思
わ
ぬ
負
担
と

な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
定
期
的
に
水

道
メ
ー
タ
ー
で
自
己
点
検
を
行
っ
て
く

だ
さ
い
。

　

点
検
の
方
法
は
、
家
庭
内
の
全
部
の

蛇
口
を
完
全
に
締
め
水
道
メ
ー
タ
ー
の

パ
イ
ロ
ッ
ト
マ
ー
ク（
丸
い
銀
色
部
分
）

が
少
し
で
も
回
っ
て
い
れ
ば
漏
水
し
て

い
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
す
ぐ
に
市

指
定
水
道
工
事
店
へ
修
理
を
依
頼
し
て

く
だ
さ
い
。

■
地
下
漏
水
な
ど
の
漏
水
の
場
合
、
水

道
料
金
の
減
免
措
置
が
あ
り
ま
す

　

地
中
の
配
管
や
床
下
の
配
管
な
ど

　年末年始（12月28日【金】～１月４日【金】）の
給水装置の修繕工事は、市指定水道工事店組合
に依頼してください。
※費用は個人負担となります。
９時から 17時まで、組合事務所で当番の工事店が待機しています。

連絡先　市指定水道工事店組合　☎（43）7196

で
、
使
用
者
が
管
理
し
き
れ
な
い
部
分
の

漏
水
の
場
合
に
減
免
措
置
が
あ
り
ま
す
。

修
理
を
し
た
市
指
定
水
道
工
事
店
が
漏
水

認
定
の
申
請
を
行
い
、
市
で
審
査
後
漏
水

認
定
の
可
否
を
判
断
し
ま
す
。
１
回
の
漏

水
で
、
１
使
用
月（
２
カ
月
分
）の
水
道
料

金
の
、
平
均
使
用
水
量
か
ら
オ
ー
バ
ー
し

た
部
分
の
２
分
の
１
を
減
免
し
ま
す
。

※
漏
水
個
所
に
よ
っ
て
は
、
漏
水
認
定
が

認
め
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

住民基本台帳の閲覧状況の公表
問合先：市民生活課

市民生活担当
　

住
民
基
本
台
帳
法
第
11
条
第
３
項
及

び
第
11
条
の
２
第
12
項
、
住
民
基
本
台

帳
の
一
部
の
写
し
の
閲
覧
及
び
住
民
票

の
写
し
等
の
交
付
に
関
す
る
総
務
省
令

第
３
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
下
記
の
と

お
り
公
表
い
た
し
ま
す
。　

申請者の氏名 請求事由の概要 閲覧の年月日 閲覧に係る住民の範囲

（株）帝国データバンク
　甲府支店
　支店長　長谷川　徹

山梨県が実施する「県民健康づく
り実践状況調査」の対象者抽出

（委託者：山梨県知事　横内正明）
平成23 年12 月８日 20 歳以上の男女　73 名

（株） サーベイ
リサーチセンター
　代表取締役
　　藤澤　士朗

総務省が実施する「平成23 年通信
利用動向調査」の対象者抽出

（委託者：総務省情報通信国際戦
略局長　利根川一）

平成23年12月14日
20 歳以上の男女
田原３丁目、大野、金井地
区　172 名

（株） サーベイ
リサーチセンター
　代表取締役
　　藤澤　士朗

日本放送協会（ＮＨＫ）が実施する
「テレビ放送に関するアンケート」

の対象者抽出（委託者：日本放送
協会営業局長　畑中富雄）

平成24 年１月12 日
16 歳以上の男女　
下谷３丁目・４丁目、田野
倉、桂町地区　48 名

（株）流通研究所
　代表取締役
　　釼持　雅幸

山梨県が実施する「人権に関する
県民意識調査」の対象者抽出

（委託者：山梨県知事　横内正明）
平成24 年１月26 日 20 歳以上の男女　105 名

（株）日本ﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ
　代表取締役社長
　　鈴木　稲博

「家計の金融行動に関する世論調
査」の対象者抽出

（委託者：金融広報中央委員会会
長　小林信介）

平成24 年４月24 日
20 歳以上の男女 ( 平成４年
５月31 日生まれまで。)　
田原１丁目・３丁目、桂町、
夏狩地区　22 名

（社）新情報センター 
　事務局長
　　平谷　伸次

内閣府が実施する「消費動向調査」
の対象者抽出

（委託者：内閣府経済社会総合研
究所長　小野善康）

平成24 年６月８日
単身世帯の世帯主　22 名
田原1 丁目、上谷４～６丁
目地区 

（公益財団法人）
山梨総合研究所
　理事長
　　渡邉　利夫

山梨県が実施する「県民意識調査」
の対象者抽出

（委託者：山梨県知事　横内正明）
平成24 年７月５日 20 歳以上の男女　80 名

山梨県青少年総合対策
本部長
　山梨県知事
　　横内　正明

山梨県が実施する「青少年の意識と
行動に関する調査」の対象者抽出 平成24 年９月６日

平成24 年４月１日現在、
18 歳～ 30 歳までの男女　
118 名

◎
閲
覧
の
期
間

　

平
成
23
年
11
月
１
日
～
平
成
24
年
10
月
31
日

単独不活化ポリオワクチン追加接種の定期化について
問合先：健康推進課

保健・予防担当　☎（46）5113
　

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
平
成
24
年
10

月
23
日
付
厚
生
労
働
省
の
通
知
に
よ
り
、

平
成
24
年
10
月
23
日
よ
り
、
単
独
不
活

化
ポ
リ
オ
ワ
ク
チ
ン
の
追
加
接
種
が
、

定
期
予
防
接
種
と
な
り
ま
し
た
。　

　

対
象
者
の
方
に
は
、
通
知
を
し
て
い

ま
す
が
、
お
手
元
の
予
診
票
と
母
子
健

康
手
帳
の
記
録
を
よ
く
確
認
し
て
、
追

加
接
種
の
時
期（
接
種
間
隔
）を
間
違
わ

な
い
よ
う
に
接
種
し
て
く
だ
さ
い
。

■
単
独
不
活
化
ポ
リ
オ
ワ
ク
チ
ン
の
対
象
者

　

３
カ
月
～
７
歳
６
カ
月
で
、
生
ポ
リ
オ

ワ
ク
チ
ン
を
１
皮
下
回
接
種
し
て
い
る
者
、

ま
た
は
生
ポ
リ
オ
ワ
ク
チ
ン
を
全
く
接
種

し
て
い
な
い
者

１期初回接種

生ポリオワクチン
を１回接種してい
る

20 日以上の間隔をおいて２回皮下接
種

生ポリオワクチン
を全く接種してい
ない

20 日以上の間隔をおいて３回皮下接
種

１期追加接種 初回接種終了後、12カ月～ 18カ月に
達するまでの期間に１回皮下接種

■単独不活化ポリオワクチンの接種間隔
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